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別紙 

定例監査の結果に関する報告 

 

１ 監査の対象部署 

   企画部人事課 

  

２ 監査の範囲 

平成２７年４月１日～ 平成２８年９月２６日 

 

 ３ 監査の実施期間 

平成２８年８月８日～ 平成２８年９月２６日 

 

４ 監査の方法 

監査に当たっては、あらかじめ説明資料等の提出を求め、関係諸帳簿及び書類

等を照合、確認等するとともに、関係職員から聴取するなどの方法により実施し

た。 

   監査の項目としては、以下のとおりである。 

  ⑴  重点項目 

ア  随意契約に関する事務について 

イ  補助金・交付金に関する事務について 

ウ  公金の取扱事務について 

  ⑵  一般項目 

   ア  契約に関する事務について 

   イ  財産の管理に関する事務について 

   ウ  庶務その他事務について 

 

 ５ 監査の結果 

監査の結果は、次のとおりである。 

 

⑴ 総括 

監査の項目については、一部に検討、改善を要する事項があったので必要な

措置を講じられたい。 

 

⑵ 指摘事項 

ア 検討事項 

  職員健康診断委託の契約方法については、１社見積による随意契約となっ 

 ているが、競争原理を採り入れた契約の実施について検討されたい。 

 



 

イ 改善事項 

  職員互助会交付金について、豊川市補助金等に関する規則に基づく事務 

である交付申請、交付決定、額の確定の事務処理がされていないため改善 

されたい。 

          また、交付金の交付対象及び交付率等を交付要綱等で明確にされたい。 

 

 


